
証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
三
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
二
十
九
条
の
二

法
第
四
十
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に

第
二
十
九
条
の
二

法
第
四
十
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に

掲
げ
る
方
法
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い

掲
げ
る
方
法
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い

う
。
）
と
す
る
。

う
。
）
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

も
の

イ

証
券
会
社
等
（
証
券
会
社
又
は
証
券
会
社
と
の
契
約
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル

イ

証
券
会
社
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計

を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
き
、
こ
れ
を
顧
客
若
し
く
は

算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用

証
券
会
社
の
用
に
供
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
顧
客
等
（
顧
客
又
は
顧
客
と
の
契
約
に
よ

り
顧
客
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
当
該
顧
客
の
用
に
供
せ
ら
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機

に
備
え
置
く
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
書
面
に
記
載
す

べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
送
信

し
、
顧
客
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル

に
記
録
す
る
方
法
（
法
第
四
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提
供

を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
証
券
会
社
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

（別紙２）

－１－



そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

ロ

証
券
会
社
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

ロ

証
券
会
社
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記

記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧
客
の
閲
覧
に
供
し

録
さ
れ
た
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧
客
の

、
顧
客
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
当
該
顧
客
の
顧
客

閲
覧
に
供
し
、
当
該
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ

フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
法
第
四
十
条
第
二
項
に

ァ
イ
ル
に
当
該
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
法
第
四
十
条
第
二
項
に
規
定
す

規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申

る
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す

出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
証
券
会
社
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
証
券
会
社
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら

に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

ハ

証
券
会
社
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ

（
新
設
）

ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧
客
の
閲
覧
に

供
す
る
方
法

ニ

閲
覧
フ
ァ
イ
ル
（
証
券
会
社
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら

（
新
設(

対
象
書
面
の
う
ち
①
、
②
、
④
、
⑦
、
⑧
の
場
合
の
み
）
）

れ
た
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
同
時
に
複
数
の
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
た
め

当
該
記
載
事
項
を
記
録
さ
せ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧
客

の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法

に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て

に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て

調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付

す
る
方
法

２

前
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
は
、
次
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
顧
客
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

顧
客
が
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
又
は
顧
客
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と

（
新
設
）

－２－



に
よ
り
書
面
を
作
成
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
方
法
（
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

（
新
設
）

え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法
を
除
く
。
）
に
あ

っ
て
は
、
記
載
事
項
を
顧
客
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨

又
は
記
録
し
た
旨
を
顧
客
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

顧
客
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限

り
で
な
い
。

三

前
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
顧
客
が
閲
覧
フ
ァ
イ
ル

（
新
設
）

を
閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

四

前
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
規
定
す
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
当
該
記
載
事
項

（
新
設
（
対
象
書
面
の
う
ち
①
、
⑤
、
⑥
、
⑧
の
場
合
は
交
付
後
五
年
間
と

に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了

す
る
）
（
⑦
の
場
合
に
は
「
当
該
記
載
事
項
に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
っ

す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は

た
日
」
を
「
当
該
信
託
契
約
期
間
の
終
了
日
若
し
く
は
顧
客
が
当
該
投
信
を
解
約

、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅

又
は
売
り
付
け
た
日
」
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
本
来
記
録
を
継
続
す
る
こ
と
が
求

い
日
ま
で
の
間
）
次
に
掲
げ
る
事
項
を
消
去
し
又
は
改
変
す
る
こ
と
が
で
き

め
ら
れ
る
内
容
は
実
際
に
は
約
款
に
記
載
さ
れ
た
内
容
な
の
で
、
五
年
間
交
付
し

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
に
供
し
て
い
る
記
載
事
項
を
書
面

た
目
論
見
書
の
記
録
が
維
持
さ
れ
た
後
は
信
託
期
間
の
終
了
後
五
年
間
を
経
過
す

に
よ
り
交
付
す
る
場
合
、
顧
客
の
承
諾
（
令
第
十
五
条
の
四
に
規
定
す
る
方

る
ま
で
の
間
約
款
に
代
え
て
記
録
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。
）
）

法
に
よ
る
承
諾
を
い
う
。
）
を
得
て
前
項
第
一
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
前
項
第

二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
交
付
す
る
場
合
又
は
顧
客
に
よ
る
当
該
記
載
事

項
に
係
る
消
去
の
指
図
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
記
載
事
項
を
消
去
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

イ

前
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
さ
れ
た
記
載
事
項

－３－



ロ

前
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
に
記

(

対
象
書
面
の
う
ち
①
、
②
、
④
、
⑦
、
⑧
の
場
合
の
み
）

録
さ
れ
た
記
載
事
項

五

前
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
前
号
に
掲
げ
る
期
間
を

（
新
設(

対
象
書
面
の
う
ち
①
、
②
、
④
、
⑦
、
⑧
の
場
合
の
み
）
）

経
過
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
顧
客
が
閲
覧
フ
ァ

イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
記
録
し
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
と
当
該

閲
覧
フ
ァ
イ
ル
と
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
可
能
な
状
態
を
維
持
さ

せ
る
こ
と
。
但
し
、
閲
覧
の
提
供
を
受
け
た
顧
客
が
接
続
可
能
な
状
態
を
維

持
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
不
要
で
あ
る
旨
通
知
し
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な

い
。

３

第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
証
券
会
社
等
の
使
用
に

３

第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
証
券
会
社
の
使
用
に
係

係
る
電
子
計
算
機
と
、
顧
客
フ
ァ
イ
ル
を
備
え
た
顧
客
等
又
は
証
券
会
社
等
の

る
電
子
計
算
機
と
、
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組

接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

織
を
い
う
。

対
象
書
面
は
次
の
と
お
り
。

①

目
論
見
書
（
証
券
取
引
法
第
十
五
条
）

②

外
国
証
券
内
容
説
明
書
（
証
券
取
引
法
第
二
十
三
条
の
十
四
第
一
項
に
基
づ
く
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
四
条
の
十
六
第
二
項
第
二
号
イ
）

③

転
売
制
限
等
告
知
書
（
証
券
取
引
法
第
二
十
三
条
の
十
四
第
二
項
）

④

取
引
説
明
書
（
証
券
取
引
法
第
四
十
条
）

⑤

取
引
報
告
書
（
証
券
取
引
法
第
四
十
一
条
（
含
む
省
略
書
面
と
し
て
の
累
投
契
約
書
（
証
券
取
引
法
第
四
十
一
条
に
基
づ
く
証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
三
十

条
第
二
項
各
号
）
）
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
五
十
条
の
四
）

⑥

取
引
残
高
報
告
書
（
証
券
取
引
法
第
百
八
十
八
条
に
基
づ
く
府
令
第
六
十
条
）

－４－



⑦

投
信
法
上
の
約
款
に
係
る
書
面
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
二
条
）

⑧

運
用
報
告
書
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
三
十
三
条
）

－５－


